
   米子市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者（以下

「認知症高齢者等」という。）が行方不明となった場合に、当該認知症高齢者等の特定に必

要な情報を活用することにより、当該認知症高齢者等を早期に発見し、その生命及び身体の

保護を図るため、当該情報をあらかじめ登録する制度（以下「事前登録制度」という。）を

実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （実施主体） 

第２条 事前登録制度の実施主体は、米子市とする。 

 （登録対象者） 

第３条 事前登録制度による登録の対象となる者は、市内に居住している認知症高齢者等とす

る。 

 （申込み及び登録） 

第４条 前条の登録（以下単に「登録」という。）を希望する認知症高齢者等又はその家族は、

市長に対し、米子市認知症高齢者等事前登録申込書（別記様式第１号。以下この条において

「申込書」という。）を提出しなければならない。 

２ 市長は、登録をすることを決定したときは、前項の規定による申込みをした者（以下「申

込者」という。）に対し書面によりその旨を通知するとともに、当該申込書の写しを米子警

察署長に送付するものとする。 

３ 市長は、登録をしないことを決定したときは、申込者に対し、書面によりその旨及びその

理由を通知するものとする。 

４ 第２項の規定により米子警察署長に送付された申込書の写しに記載された情報（当該情報

のうち次条第１項の規定により変更の届出があった事項については、同条第２項の規定によ

り送付された届出書の写しに記載された情報）は、米子警察署長が当該申込書の写しに係る

認知症高齢者等について行方不明者届（行方不明者発見活動に関する規則（平成２１年国家

公安委員会規則第１３号）第６条第１項に規定する行方不明者届をいう。次項において同

じ。）を受理した場合において、当該認知症高齢者等に係る行方不明者発見活動（同規則第

１条に規定する行方不明者発見活動をいう。）に利用されるものとする。 

５ 米子警察署長は、第２項の規定により送付を受けた申込書の写しに係る認知症高齢者等に

ついて行方不明者届を受理したときは、その旨を市長に通知するものとする。 

 （登録情報の変更） 

第５条 前条第２項の規定による通知を受けた申込者（以下「登録申込者」という。）は、当

該登録に係る情報（以下「登録情報」という。）に変更が生じたときは、速やかに、米子市

認知症高齢者等事前登録変更届出書（別記様式第２号）によりその旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該登録情報を変更するとと

もに、同項の届出書の写しを米子警察署長に送付するものとする。 

 （登録の取消し） 

第６条 登録申込者は、当該登録の取消しを受けようとするときは、米子市認知症高齢者等事

前登録取消申出書（別記様式第２号）によりその旨を市長に申し出なければならない。 



２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る登録を取り消すものとす

る。 

３ 市長は、前項の場合のほか、認知症高齢者等の転出、死亡その他の理由により登録の必要

がなくなったと認めるときは、当該認知症高齢者等に係る登録を取り消すことができる。 

４ 市長は、前２項の規定により登録を取り消したときは、米子警察署長に対し、書面により

その旨を通知するものとする。 

 （登録情報の外部提供） 

第７条 市長は、第４条第５項の規定による通知を受けた場合には、必要に応じ、当該通知の

あった認知症高齢者等に係る登録情報を、地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治会、

民生委員その他の関係機関に提供することができる。 

２ 市長は、前項の規定により登録情報を提供するに当たっては、あらかじめ、当該認知症高

齢者等又はその家族の同意を得なければならない。 

 （登録情報の取扱い） 

第８条 市長は、米子市個人情報保護条例（平成１７年米子市条例第２３号）に定めるところ

により、登録情報を適正に取り扱うものとする。 

 （規定外事項） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、事前登録制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年８月１６日から施行する。 


